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（１）「職場」とは 

労働者が通常就業している場所以外の場所（取引先、打合せをするための飲⾷店、顧客の

⾃宅、出張先、業務で使⽤する⾞中等）であっても、「労働者が業務を遂⾏する場所」であれ

ば「職場」に含まれます。 

また、勤務時間外の「宴会」「懇親の場」などであっても、実質上職務の延⻑と考えられるもの

は「職場」に該当するとされており、実際には個別に判断されることとなります。 

 

（２）「性的な⾔動」とは 

① 性的な内容の発⾔ 
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な冗談やか

らかい、⾷事やデートへの執拗な誘い、個⼈的な性体験談を話すこと等 

 

② 性的な⾏動 

性的な関係を強要すること、必要なく⾝体に触れること、わいせつ図画を配布・掲⽰すること等 

 

 

 第２章 ハラスメントの法的な考え⽅ 

第１節 セクシュアルハラスメントについて 

 １ 職場におけるセクシュアルハラスメントとは 
 職場（１）において⾏われる性的な⾔動（２）に対する 

 
その雇⽤する労働者（３）の対応により 
 
当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、 
 
⼜は当該性的な⾔動により当該労働者の就業環境が害されること 
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（３）「労働者」とは 

いわゆる正規雇⽤労働者のみならず、パートタイム・有期雇⽤労働者、契約社員などいわゆ

る⾮正規雇⽤労働者を含む、事業主が雇⽤するすべての労働者をいいます。また、派遣労働者

については、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主（派遣の役務の提供を受ける者）も、

⾃ら雇⽤する労働者と同様に、対応する必要があります。 
 
 
 

 

（１）対価型セクシュアルハラスメント 
職場において⾏われる労働者の意に反する性的な⾔動に対する労働者の対応（拒否や抵
抗）により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること 

 
（例）・性的な⾔動を受けた部下が抗議したことを理由に、不利益な配置転換をすること 

・性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること 
 

（2）環境型セクシュアルハラスメント 

職場において⾏われる労働者の意に反する性的な⾔動により労働者の就業環境が不快なも
のとなったため、能⼒の発揮に重⼤な悪影響が⽣じる等当該労働者が就業する上で看過できな
い程度の⽀障が⽣じること 

 
（例）・労働者が抗議しているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを提⽰しているため、

当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと 
・同僚が取引先において性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当
該労働者が苦痛に感じて仕事が⼿につかないこと 

・上司がたびたび胸等に触ったため、当該労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下して
いること 

 
 
 
 

 

 ２ セクシュアルハラスメントの内容 「対価型」と「環境型」 

第２章

h
i
j
k
l
m
n 

法
的
o
考
p
⽅ 



- 19 - 

 
セ ク シ ュ ア ル ハ ラ ス メ ン ト に つ い て 、 ど の よ う な ⾔ 動 を 不 快 と 感 じ る か は 個 ⼈ に よ っ て 異 な り ま す 。 
しかし、⼀⼈ひとりの⼈格を尊重し、良好なコミュニケーションにより職場環境の改善を図ると

いう観点から、受けた者が不快であると感じたら、それは「受けた者にとってのセクシュアルハラ
スメント」であると考えられます。その場合、受けた者がその中⽌や是正を求めることは認められ
る⾏為です。 
しかし、事業主が中⽌を命じるなど、雇⽤管理上の問題として対応すべきものについては、そ

の⾔動が事実であると認定され、かつ⼀定の客観性が必要であるとされています。 
 

男⼥雇⽤機会均等法に関する通達では、客観性の判断の⽬安として、「平均的な労働者
の感じ⽅」を基準とすることが適当であるとされています。 
ただし、労働者が明確に意に反することを⽰しているにもかかわらず、さらに⾏われる性的な

⾔動は、職場におけるセクシュアルハラスメントと解される可能性があります。 
【改正雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施⾏につい
て(平成 18年 10⽉ 11⽇雇児発第 1011002号 最終改正令和２年２⽉ 10⽇雇均
発 0210第２号)】。 
 
また、たとえ相⼿⽅が不快に感じなくても、他の⼈が不快と感じるような、客観的に問題とな

るような⾔動は控えるべきです。 
 
 
 

セクシュアルハラスメントの形態は様々であり、セクシュアルハラスメントになり得る⾔動には、以
下のものがあります。ただし、これらはすべてのセクシュアルハラスメントを網羅するものではありませ
ん。 

  
（1）職場内外で起きやすいもの 
① 性的な内容の発⾔関係 

   
   
 
 
 
   

 ３ セクシュアルハラスメントの考え⽅ 

 ４ セクシュアルハラスメン⼘になり得る⾔動 

性的な関⼼、欲求に基づくもの 
・スリーサイズを聞くなど⾝体的特徴を話題にすること。 ・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。 
・体調が悪そうな⼥性に「今⽇は⽣理⽇か」、「もう更年期か」などと⾔うこと。 
・性的な経験や性⽣活について質問すること。  
・性的な噂を⽴てたり、性的なからかいの対象とすること。 
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② 性的な⾏動関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）主に職場外において起こるもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 性別により差別しようとする意識等に基づくもの  
・「男のくせに根性がない」、「⼥には仕事は任せられない」、「⼥性は職場の花でありさえすればい
い」などと発⾔すること。 
・「男の⼦、⼥の⼦」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと⼈格を認めないような呼
び方をすること。 
・性的指向や性⾃認を公表したり、からかいやいじめの対象とすること。 

性的な関⼼、欲求に基づくもの 
 ・ヌードポスター等を職場に貼ること。 
 ・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと⾒せたり、読んだりすること。 
 ・⾝体を執拗に眺め回すこと。 
 ・⾷事やデートにしつこく誘うこと。 
 ・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の⼿紙・E メール等を送ること。 
 ・⾝体に不必要に接触すること。 

 性別により差別しようとする意識等に基づくもの  
・⼥性であるというだけで、職場でお茶くみ、掃除、私⽤等を強要すること。 

 

性的な関⼼、欲求に基づくもの 
 ・性的な関係を強要すること。 
 

 性別により差別しようとする意識等に基づくもの  
・カラオケでのデュエットを強要すること。 
・酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌を強要すること。 
 

第２章

h
i
j
k
l
m
n 

法
的
o
考
p
⽅ 



- 21 - 

 
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における⽣徒などもセクシュアル
ハラスメントの⾏為者になり得ます。男性も⼥性も加害者にも被害者にもなり得るほか、異性に
対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。また、被害者の性的指向（恋愛・性
愛に関する性別の対象）⼜は性⾃認（性別に関する⾃⼰意識）にかかわらず、意に反する
性的な⾔動であれば、セクシュアルハラスメントに該当します。 

 
 
 
ジェンダー・ハラスメントとは、性別に関係するハラスメントとされています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらのように、性別により差別しようとする意識に基づくものがこれに当たります。 
セクシュアルハラスメントの発⽣の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく⾔動もある
と考えられ、こうした⾔動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防⽌の効果を⾼める上で重
要です。 

 
 
 
 
 
（１）事業主が講ずべき措置等 

事業主に対し、「職場におけるセクシュアルハラスメント」を防⽌するため、ルールの策定や相
談体制の整備等、雇⽤管理上必要な措置を講ずることを義務付けており、職場でセクシュア
ルハラスメントが起こった場合、受けた者は、事業主に対し、適切な対応を求めることができま
す。 
また、事業主がセクシュアルハラスメントを受けた者が相談したこと、または事実確認に協⼒し

た者に対して解雇その他不利益な取扱いを⾏うことを禁⽌しています。 
【男⼥雇⽤機会均等法第１１条第 1項・第 2項】 

 ５ ハラスメントの⾏為者、被害者になり得る者  
 

 ６ ジェンダー・ハラスメントとの関係  
 

例えば・・・ 
・男性は名字で呼ぶのに、⼥性は名前で呼ぶ 
・結婚、体型・容姿、服装などについての発⾔をする 
・「⼥のくせに」「男のくせに」と⾔う 
・「男の⼦、⼥の⼦」「おじさん、おばさん」と⼈格を認めないような発⾔をする 
・⼥性のみにお茶くみをさせる など 

 ７ 事業主が講ずべき措置、⼤⾂の助⾔・指導等 
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（２）厚⽣労働⼤⾂による助⾔・指導等 
厚⽣労働⼤⾂は、必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、⼜は助⾔、指
導若しくは勧告をすることができます。              【男⼥雇⽤機会均等法第 29条】 
この勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、企業名の公表の対象となります。 

【男⼥雇⽤機会均等法第 30条】 
なお、事業主が上記に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、過料（20万円
以下）に処せられます。                      【男⼥雇⽤機会均等法第33条】 
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（１）「職場」とは 
労働者が通常就業している場所以外の場所（取引先、打合せをするための飲⾷店、顧客の
⾃宅、出張先、業務で使⽤する⾞中等）であっても、「労働者が業務を遂⾏する場所」であれ
ば「職場」に含まれます。 
また、勤務時間外の「宴会」「懇親の場」などであっても、実質上職務の延⻑と考えられるもの
は「職場」に該当するとされており、実際には個別に判断されることとなります。 

 
 

（２）「優越的な関係を背景とした」とは 
業務を遂⾏するに当たって、当該⾔動を受ける労働者が抵抗⼜は拒絶することができない蓋
然性（いろいろな点からみて、そうなることが⼗分に予測出来ること）が⾼い関係を背景として⾏
われるものです。 

  （例） 
・職務上の地位が上位の者による⾔動 
・同僚⼜は部下による⾔動で、当該⾔動を⾏う者が業務上必要な知識や豊富な経験を 
有しており、当該者の協⼒を得なければ業務の円滑な遂⾏を⾏うことが困難であるもの 

・同僚⼜は部下からの集団による⾏為で、これに抵抗⼜は拒絶することが困難であるもの 

第２節 パワーハラスメントについて 

 １ 職場におけるパワーハラスメントとは 
 
職場（１）におけるパワーハラスメントとは、以下の 3 つの要素をすべて満たすものです。 

 

・優越的な関係（２）を背景とした⾔動であって  
 

・業務上必要かつ相当な範囲を超えた（３）ものにより 
 

・労働者（４）の就業環境が害される（５）もの 
 
※ 客観的に⾒て、業務上必要かつ相当な範囲で⾏われる適正な業務指⽰や 
指導については、パワーハラスメントに当たりません。 
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（３）「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」とは 
社会通念に照らし、明らかに当該事業主の業務上必要性がない、⼜はその態様が相当でな

い⾔動をいいます。例えば、業務の⽬的を⼤きく逸脱した⾔動、業務を遂⾏するための⼿段とし
て不適当な⾔動、当該⾏為の回数・⾏為者の数等、その態様や⼿段が社会通念上許容され
る範囲を超える⾔動が挙げられます。 
この判断に当たっては、当該⾔動の⽬的や業務の内容・性質等の様々な要素を総合的に考
慮することが適当とされています。また、個別の事案における労働者の⾏動が問題となる場合は、
その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについて
も留意が必要です。 
このため、個別の事案の判断に当たっては、相談窓⼝の担当者等がこうした事項に⼗分留意
し、丁寧に事実確認を⾏うことが重要とされています。 

 

 

（４）「労働者」とは 
いわゆる正規雇⽤労働者のみならず、パートタイム・有期雇⽤労働者、契約社員などいわゆる
⾮正規雇⽤労働者を含む、事業主が雇⽤するすべての労働者をいいます。また、派遣労働者に
ついては、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主（派遣の役務の提供を受ける者）も、⾃
ら雇⽤する労働者と同様に、対応する必要があります。 

 
 
（５）「就業環境が害される」とは 
当該⾔動により労働者が⾝体的⼜は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとな
ったため、能⼒の発揮に重⼤な悪影響が⽣じる等、当該労働者が就業する上で看過できない
程度の⽀障が⽣じることをいいます。 
この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ⽅」、すなわち、同様の状況で当該⾔動を受
けた場合に、社会⼀般の労働者の多くが、就業する上で看過できない程度の⽀障が⽣じると感
じるような⾔動であるかどうかを基準とすることが適当とされています。なお、強い⾝体的⼜は精神
的苦痛を与える態様の⾔動の場合には、１回でも就業環境を害する場合があり得ます。 

 

 

 

職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な⾏為類型について、労働施策総
合推進法に基づく指針の２(７)において、以下のとおり６つの類型が⽰されており、同指針ではさら
に、当該類型に「該当すると考えられる例」及び「該当しないと考えられる例」が挙げられています。 

 
ただし、これらは職場におけるパワーハラスメントのすべてを網羅するものではないことに留意し、
労働者の⼼⾝の状況や受け⽌めなど、その認識にも配慮しながら、あらゆる要素を総合的に判
断して、丁寧に事実確認を⾏うべき、とされています。 
 
 
 

 ２ ⾏為類型とその例 
 

６つの⾏為類型 
 
（１）⾝体的な攻撃  （２）精神的な攻撃  （３）⼈間関係からの切り離し 
（４）過⼤な要求    （５）過⼩な要求    （６）個の侵害 
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（１）⾝体的な攻撃（暴⾏・傷害） 
殴る、蹴る、相⼿に物をぶつけるなどの⾏為です。 
 
 

（２）精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴⾔） 
⼈格を否定するような発⾔（労働者の性的指向・性⾃認に関する侮辱的な発⾔を含

む）をすること、必要以上に⻑時間にわたる厳しい叱責を繰り返し⾏うこと、他の労働者等
の⾯前における⼤声での威圧的な叱責を繰り返し⾏うこと、相⼿の能⼒を否定し、罵倒す
るような内容の電⼦メール等を当該相⼿を含む複数の労働者あてに送信することなどの⾏
為です。 

 
 

（３）⼈間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視） 
⾃分の意に沿わない労働者に対して、仕事から外し、⻑期間にわたり、別室に隔離したり、

⾃宅研修させたりすること、１⼈の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤⽴さ
せることなどの⾏為です。 

 
 

（４）過⼤な要求 
（業務上明らかに不要なことや遂⾏不可能なことの強制、仕事の妨害） 
⻑期間にわたる⾁体的苦痛を伴う過酷な環境下での、勤務に直接関係のない作業を

命ずること、新卒採⽤者に対し、必要な教育を⾏わないまま到底対応できないレベルの業
績⽬標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること、労働者に業務とは関係のな
い私的な雑⽤の処理を強制的に⾏わせることなどの⾏為です。 

 
 

（５）過⼩な要求 
（業務上の合理性なく、能⼒や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる
ことや仕事を与えないこと） 
管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂⾏可能な業務を⾏わせること、気にいら

ない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないことなどの⾏為です。 
 
 

（６）個の侵害（私的なことに過度に⽴ち⼊ること） 
労働者を職場外でも継続的に監視したりすること、私物の写真撮影をしたりすること、労

働者の性的指向・性⾃認や病歴、不妊治療等の機微な個⼈情報について、当該労働者
の了解を得ずに他の労働者に暴露することなどの⾏為です。 
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パワーハラスメントについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でないこともあり
ます。 
まず、受けた者がパワーハラスメントであると感じた（主観）場合は、「受けた者にとってのパワ
ーハラスメント」となります。 
それがさらに雇⽤管理上の問題として職場で防⽌を図るべきものかどうかについては、業務の適
正な範囲を超えているかどうかなど、客観的な基準によって判断される必要があり、「当該業務命
令（指⽰）が合理的なものかどうか、また、合理的であるとしても、その⾔動の内容、程度、頻
度などが、受けた者の⼈格や尊厳を侵害するまでの客観的に不適切なものかどうか、それにより受
けた者の業務遂⾏や⼼⾝の状況に具体的な⽀障が⽣じているかどうか」がポイントとなります。 
なお、上司から部下に対する⾔動として客観的に不適切と認められなくても、部下の精神的な
ダメージが⼤きい場合には、職務遂⾏に与えている影響を踏まえ、部下に対するフォローや、業務
命令の⼿法の妥当性などを検討する必要もあります。 

 
 
 
 
 
（１）事業主が講ずべき措置等 

事業主に対し、「職場におけるパワーハラスメント」を防⽌するために雇⽤管理上必要な措
置を講ずることを義務付けており、職場でパワーハラスメントが起こった場合、受けた者は事業
主に対し適切な対応を求めることができます。また、労働者が職場におけるパワーハラスメントに
関する相談等を⾏ったことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁⽌しています。 

                        【労働施策総合推進法第30条の2第1項・第2項】 
 
 
（２）厚⽣労働⼤⾂による助⾔・指導等 

厚⽣労働⼤⾂は、必要があると認めるときは、事業主に対して、報告等を求め、⼜は助⾔、
指導若しくは勧告をすることができます。 【労働施策総合推進法第33条第1項、第36条】 
この勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときは、企業名の公表の対象となります。 

【労働施策総合推進法第 3３条第 2項】 
また、事業主が上記に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、過料（20万

円以下）に処せられます。                   【労働施策総合推進法第41条】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ３ 判断基準 
    

 ４ 事業主が講ずべき措置、⼤⾂の助⾔・指導等 
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（１）「職場」とは 
労働者が通常就業している場所以外の場所（取引先、打合せをするための飲⾷店、顧客の
⾃宅、出張先、業務で使⽤する⾞中等）であっても、「労働者が業務を遂⾏する場所」であれ
ば「職場」に含まれます。 
また、勤務時間外の「宴会」「懇親の場」などであっても、実質上職務の延⻑と考えられるもの
は「職場」に該当するとされており、実際には個別に判断されることとなります。 

 
（２）「労働者」とは 
いわゆる正規雇⽤労働者のみならず、パートタイム・有期雇⽤労働者、契約社員などいわゆる
⾮正規雇⽤労働者を含む、事業主が雇⽤するすべての労働者をいいます。また、派遣労働者に
ついては、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主（派遣の役務の提供を受ける者）も、⾃
ら雇⽤する労働者と同様に、対応する必要があります。 

第３節 妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメントについて 

 １  職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは 
    
職場（１）において⾏われる 
 
上司・同僚からの⾔動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利⽤に関する⾔動）により、 
 
妊娠・出産した「⼥性労働者（２）」や 
育児休業等を申出・取得した「男⼥労働者（２）」の就業環境が害されることです。 
 
 
※ 妊娠等の状態や育児休業制度等の利⽤等と嫌がらせ等となる⾏為の間に 

因果関係があるものが、これらのハラスメントに該当します。 
 

※ 業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性（３）に基づく
⾔動によるものはハラスメントには該当しません。 
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（３）業務上の必要性について  
業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、「業務上の必要性」に基づく⾔動による
ものについては、ハラスメントには該当しません。 
ただし、労働者の意をくまない⼀⽅的な通告はハラスメントとなる可能性があります。 
  
＜ハラスメントに該当しない例＞ 
・業務体制を⾒直すため、上司が育児休業をいつからいつまで取得するのか確認すること。 
・上司が、⻑時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には⻑時間労働は負担が⼤きいだろう
から業務分担の⾒直しを⾏い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮すること。 
 
 
 
 
 

 
（1）制度等の利⽤への嫌がらせ型 
妊娠、出産等に関する制度⼜は措置の利⽤に関する⾔動により就業環境が害されるもので
す。 
① 妊娠、出産等に関する制度等 
・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（⺟性健康管理措置） 
・坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限 
・産前産後休業 
・軽易な業務への転換 
・変形労働時間制がとられる場合における法定労働時間を超える労働時間の制限、 
時間外労働及び休⽇労働の制限並びに深夜業の制限 
・育児時間 
 

② ハラスメントの具体例 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ２ 妊娠、出産等に関するハラスメントの内容 
           「制度等の利⽤への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」 

解雇その他不利益な取扱いを⽰唆するもの 
・妊娠をしたので、重いものを運ぶ業務を制限するよう医師から指導され、 
配置転換を申し出たところ、配置転換する先がないため退職するよう⾔われた。 
・産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みをとるなら辞めてもらう」と⾔われた。 
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（２）状態への嫌がらせ型 

妊娠⼜は出産に関する⾔動により就業環境が害されるものです。 
 
＜ハラスメントの具体例＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制度等の利⽤の請求等⼜は制度等の利⽤を阻害するもの 
・「産休は認めない」と⾔われた。 
・妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら 
「病院は休みの⽇に⾏くものだ」と相⼿にしてもらえなかった。 

制度等の利⽤をしたことにより嫌がらせ等をするもの 
・同僚が「短時間勤務をするのは迷惑」と繰り返し⾔うこと。 
・妊娠により⽴ち仕事を免除してもらっていることを理由に 
「あなたばかり座って仕事をしてずるい」と、同僚から仲間はずれにされ、 
仕事に⼿がつかない。 

 

解雇その他不利益な取扱いを⽰唆するもの 
・契約社員で働いており、妊娠したことを報告したら、これまでは指摘されていなかった 
勤務態度不良などを叱責され、「次の契約更新はしない」と⾔われた。 
・妊娠したことを報告したら、「正社員からパートになれ」、「他の⼈を雇うので早めに 
辞めてもらうしかない」と⾔われた。 

 

妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの 
・上司が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返し⾔い、 
仕事を与えてくれない。 
・先輩や同僚から「就職したばかりのくせに妊娠して、産休・育休を取ろうなんて 
図々しい」、「こんな忙しい時期に妊娠するなんて」と何度も⾔われ、 
就業意欲が低下した。 
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 （１）対象となる制度等 

   ・育児休業 
   ・産後パパ育休（出⽣時育児休業） 
   ・パパ・ママ育休プラス 
   ・介護休業 
   ・⼦の看護休暇 
   ・介護休暇 
   ・所定外労働の制限 
   ・時間外労働の制限 
   ・深夜業の制限 
   ・育児または介護のための所定労働時間の短縮措置 
   ・育児または介護のための始業時刻変更等の措置 
 

（２）ハラスメントの具体例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 ３ 育児休業、介護休業等に関するハラスメントの内容 

解雇その他不利益な取扱いを⽰唆するもの 
・「男が育児休業なんて取るのか。⼈事考課で減点するぞ」と⾔われ、 
制度を利⽤させてもらえなかった。 
・時間外労働の免除について上司に相談したところ、 
「次の査定の際は昇進しないと思え」と⾔われた。 

 

制度等の利⽤の申出等⼜は制度等の利⽤を阻害するもの  
・育児休業を取得したいと上司に相談したら、 
「育児休業は認めない。申出をするな」と⾔われた。 
・介護休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、 
同僚から「⾃分なら請求しない。あなたもそうすべき」と⾔われた。 
「でも⾃分は請求したい」と再度伝えたが、再度同様の発⾔をされ、 
取得をあきらめざるを得ない状況に追い込まれた。 
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「労働者が制度の利⽤を請求したところ、上司が個⼈的に請求を取り下げるよう⾔った場合」
については、ハラスメントに該当し、事業主は措置を講じる必要があります。 

 
⼀⽅、単に上司が個⼈的に請求等を取り下げるように⾔うのではなく、「事業主として請求等
を取り下げさせる（制度等の利⽤を認めない）場合」については、そもそも制度等の利⽤ができ
る旨を規定している各法（例えば産前休業の取得であれば労働基準法第 65条第１項）に
違反することになります。 

 
 
 

 
 
 
（１）ハラスメントに関する規定 
 
① 男⼥雇⽤機会均等法等における定め 

男⼥雇⽤機会均等法は妊娠・出産等に関するハラスメントを防⽌するため、 
育児・介護休業法は育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防⽌するため、 

事業主に対し、必要な措置を講ずることを義務づけています。 
職場でハラスメントが起こった場合、受けた者は事業主に対し、これらの法律に基づく適切

な対応を求めることができます。 
【男⼥雇⽤機会均等法第 11条の３、同法施⾏規則第 2条の 3、育児・介護休業法

第 25条、同法施⾏規則第 76条】 
 
 
 
 

制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの 
・上司から「残業を免除されている⼈には仕事をさせられない」と繰り返し⾔われ、 
仕事を与えられない。 
・育児短時間勤務をしていたら、同僚から「あなたが早く帰るせいで、まわりは迷惑し
ている」と何度も⾔われ、精神的に⾮常に苦痛を感じている。 

 ４ 留意点 

 ５ 事業主が講ずべき措置、⼤⾂の助⾔・指導等 
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② 厚⽣労働⼤⾂による助⾔・指導等 
厚⽣労働⼤⾂は、必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、⼜は助⾔、

指導若しくは勧告をすることができます。 
【男⼥雇⽤機会均等法第 29条】、【育児・介護休業法第 56条】 

この勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、企業名の公表の対象となります。 
【男⼥雇⽤機会均等法第 30条】、【育児・介護休業法第 56条の２】 

なお、事業主が報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、過料（20万円以下）
に処せられます。    【男⼥雇⽤機会均等法第 33条】、【育児・介護休業法第 66条】                      

 
 
（２）出産・育児に関する規定 
労働基準法では、産前産後休業について、使⽤者は、以下の場合、その⼥性を就業させて
はならないこととされています。 
① ⼥性労働者が請求した場合、産前６週間（多胎妊娠の場合は 14週間） 
② 請求の有無に関わらず、産後８週間  
（ただし、産後６週間を経過した⼥性が請求した場合において、その⼥性について医師が
⽀障がないと認めた業務に就かせることは、差し⽀えない。） 

【労働基準法第 65条】 
 

また、産前産後休業中及びその後 30⽇間の解雇は禁⽌されています。 
【労働基準法第 19条】 

 
育児時間については、⽣後満 1歳未満の⼦を養育する⼥性は、休憩時間と別に 1⽇に 2回、
それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができ、使⽤者はこの時間中はこの⼥性を使
⽤してはなりません。                             【労働基準法第 67条】 
その他、妊産婦等には坑内業務・危険有害業務・労働時間等の制限等の定めがあります。 

【労働基準法第 64条の 2、第 64条の 3、第 66条】 
 

さらに、男⼥雇⽤機会均等法でも、妊娠中及び出産後の⼥性労働者が保健指導や健康診
査を受けられるようにする等の健康管理に関する事業主の措置の定めがあります。 

【男⼥雇⽤機会均等法第 12条、第 13条、同法施⾏規則第 2条の４】 
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（３）不利益な取扱いの禁⽌に関する規定 
 
① 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い 

    ⼥性労働者が妊娠・出産したことや、これに伴う休業制度を利⽤したこと等を理由とする不
利益取扱いは禁⽌されています。               【男⼥雇⽤機会均等法第 9条】 

    また、これらに関する労使紛争について紛争解決の援助を求めたことや調停の申請を⾏った
ことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも禁⽌されています。 

【男⼥雇⽤機会均等法第 17条第２項、第 18条第２項】 
 
② 育児休業・介護休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱い 
育児休業・介護休業等の措置の利⽤等を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁⽌さ
れています。 
【育児・介護休業法第 10 条、第 16条、第 16条の 4 、第 16条の 7、第 16条の 10、 
第 18条の 2、第 20条の 2、第 21条第 2項、第 23条の 2、第 25条第 2項】 
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（１）労働者の安全への配慮について 〜労働契約法・労働安全衛⽣法〜 
  使⽤者は、労働契約に伴い、労働者がその⽣命、⾝体等の安全を確保しつつ労働することがで
きるよう必要な配慮をするものとされています。                 【労働契約法第 5条】 
この「⽣命、⾝体等の安全」には、⼼⾝の健康も含まれています。 
また、事業主は快適な職場環境を形成するよう努めなければなりません。 

【労働安全衛⽣法第 71条の 2】 
これらの考え⽅は職場のハラスメント全般にいえるものです。 
ハラスメントが⽣じた際、会社が適切な対応をしなかった場合、使⽤者責任を果たしていないとし

て、債務不履⾏責任を負うことがあります。 
 
 
（２）⾏った者に求められる法的責任について 
  他⼈の権利⼜は法律上保護される利益を侵害する⾏為を不法⾏為といい、それにより損害が
⽣じた場合、⾏った者はその損害を賠償する責任を負います。不法⾏為の成⽴要件としては、⾏っ
た者の故意または過失により権利侵害と損害が発⽣したことが要求されます。  【⺠法第 709条】 
職場のハラスメントは、個⼈の名誉、尊厳、プライバシーなどの⼈格権を侵害するものであり、不

法⾏為が成⽴すると認められれば、損害賠償責任が⽣じます。 
 

 ① セクシュアルハラスメントの場合 
 公然とわいせつな⾏為をした場合や、わいせつな⽂書、図画等を頒布し、または公然と陳列す
る⾏為は、刑法に触れる場合があります。             【刑法第 174条、第 175条】 

 
暴⾏・脅迫を⽤いてわいせつな⾏為をした場合に強制わいせつ罪が成⽴し、暴⾏・脅迫を⽤
いて性交等をした場合に強制性交等罪が成⽴します。また、⼼神喪失や抗拒不能に乗じて、ま
たはその状態にさせ、わいせつな⾏為や性交等をした場合も準強制わいせつ罪及び準強制性交
等罪となります。                    【刑法第 176条、第 177条、第 178条】 

 
なお、強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制わいせつ及び準強制性交等罪は、未遂であ

っても罰せられます。                                 【刑法第 180条】 
 
 

第４節 ハラスメントを⾏った者や事業主に求められる法的責任について 
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   その他、⼀般的に、のぞき⾏為は軽犯罪法に触れる⾏為となり、意思に反して⾝体を触るな
どの痴漢⾏為は、迷惑防⽌条例違反、また、刑法の強制わいせつ罪に当たることもあります。 

【軽犯罪法第 1条】 
 

また、つきまとい⾏為等は「ストーカー⾏為の規制等に関する法律」に抵触する場合があります。
特定の者に対する恋愛感情その他の⾏為の感情⼜はそれが満たされなかったことに対する怨恨
(えんこん)を充⾜する⽬的で⾏われるつきまとい、待ち伏せなどを⾏う⾏為が対象になります。        

【ストーカー⾏為等の規制等に関する法律第 2条】 
 
被害者から警告を求める申し出があった場合、反復されるおそれがあるときには、警察本部⻑
等は警告を⾏うことができるとされています。  

 【ストーカー⾏為等の規制等に関する法律第 4条】 
 
つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁⽌違反があり、さらに反復される恐れがあるときは、 
都道府県公安委員会はその⾏為の禁⽌と、防⽌するために必要な事項を命じることができます。 
また、そのようなつきまとい等を反復することにより、ストーカー⾏為と認められた場合は、罰則も
あります。        【ストーカー⾏為等の規制等に関する法律第 3条、第 5条、第 18条】 

 
 ② パワーハラスメントの場合 
パワーハラスメントについても、⾔動の内容、程度などにより、刑法上の罪に当たる場合がありま
す。例えば、暴⼒⾏為によりケガをさせた場合は傷害罪、ケガをさせなくても暴⾏罪に当たる可能
性があります。                             【刑法第 204条、第 208条】 

 
また、⾝体的暴⼒でなくても、⻑期にわたる執拗な嫌がらせによるストレスで受けた者が精神的
障がいに陥った場合などでは、傷害罪に当たる場合があります。 

 
他にも、パワーハラスメントは、名誉棄損罪や侮辱罪、脅迫罪につながる可能性もあります。ま
た、強制的に退職させた場合には強要罪に当たる可能性があります。 

【刑法第 230条、第 231条、第 222条、第 223条】 
 
なお、名誉毀損は、刑法の名誉棄損罪に問われる場合と、⺠法の不法⾏為に関連して名誉
棄損による損害賠償・原状回復を求められる場合があります。 

【⺠法第 709条、第 710条、第 723条】 
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③ 刑事事件として処罰を求める場合の対応 
刑法等に基づき処罰を求める場合、警察への被害届や告訴状の提出（刑事告訴）等をする

ことになります。刑事事件では、⺠事で訴える場合より要件が厳格であり、要件に不⾜があるなどの
場合、受理されないこともあります。 
 
 
（３）使用者（企業）に求められる法的責任について 
使⽤者は、使⽤する労働者が職務遂⾏中に第三者に損害を与えた場合に、損害賠償責任を

負うとされています。                                   【⺠法第 715条】 
したがって、使⽤者は、雇⽤する労働者の⾔動が、不法⾏為となる職場のハラスメントと認められ

た場合には、損害賠償責任を負わなければなりません。 
  このほか、⾏った者が企業の代表者である場合には、当該企業も損害賠償責任を負うことにな
ります。                                         【会社法第 350条】 
  他⽅、債権者は債務者の債務不履⾏により⽣じた損害について賠償の請求ができるとされてお
り、使⽤者が職場の環境を整備する義務を果たさない場合などは、損害賠償責任を負わなければ
なりません。                                        【⺠法第 415条】 
 
 
（４）消滅時効について 
刑事事件を除き、⼀般債権（債務不履⾏や不法⾏為に基づく損害賠償請求権を含む）の消

滅時効は、原則として「権利が⾏使できることを知ったときから５年間」と定められています。また、労
働法上の賃⾦請求権の⾏使期間については、当⾯「3年」とされています。なお、退職⼿当について
は「５年」で時効となります。 
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